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一
七

１
、
は
じ
め
に

　

親
鸞
の
宗
教
的
立
場
の
も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
際
、
そ
の
神
祇

観
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
可
避
の
作
業
で
あ
る
。
膨
大
な
先
行
研
究
の
蓄
積
が
そ

の
こ
と
を
語
っ
て
あ
ま
り
あ
る
が
、
そ
の
先
行
研
究
に
示
さ
れ
た
理
解
は
決
し
て

一
様
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
親
鸞
の
神
祇
観
に
関
す
る
先
行

研
究
史
を
年
代
ご
と
に
概
括
し
、
主
要
な
論
点
を
抽
出
し
た
上
で
、
筆
者
の
見
解

を
提
示
す
る
。
１

２
、
戦
前
期

　

明
治
維
新
政
府
が
推
し
進
め
る
神
道
国
教
化
政
策
に
対
す
る
真
宗
教
団
の
抵
抗

は
、
い
わ
ゆ
る
神
社
問
題
と
し
て
様
々
な
形
で
の
論
議
を
生
じ
た
。
明
治
天
皇

の
病
悩
に
際
す
る
祈
祷
や
大
正
天
皇
即
位
大
典
に
お
け
る
注
連
縄
・
神
棚
・
大

麻
設
置
の
拒
否
と
い
っ
た
態
度
は
、
神
風
会
長
宮
井
鐘
治
郎
ら
に
よ
る
「
乱
臣
賊

子
」
確
認
の
訴
訟
と
い
う
事
態
を
招
来
す
る
ま
で
に
至
っ
た
２
。
一
九
一
二
（
明

治
四
五
）
年
二
月
、
政
府
は
内
務
次
官
床
次
竹
次
郎
の
よ
び
か
け
に
よ
っ
て
神
仏

基
三
教
の
代
表
者
を
招
集
し
て
三
教
会
同
を
開
い
た
。
こ
の
三
教
会
同
の
場
で
宗

教
界
の
代
表
者
ら
が
国
家
神
道
体
制
へ
の
忠
誠
を
表
明
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て

宗
教
の
政
治
利
用
が
積
極
化
し
て
い
き
、
政
府
は
宗
教
団
体
を
よ
り
効
果
的
に
体

制
へ
奉
仕
さ
せ
る
べ
く
神
社
と
各
宗
教
の
法
的
地
位
を
確
定
す
る
た
め
の
神
社
法

お
よ
び
宗
教
法
案
制
定
を
目
的
と
し
て
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
五
月
、
宗
教

制
度
調

査
会
を
設
置
し
、
各
公
認
宗
教
は
神
社
問
題
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
３

　

そ
う
し
た
事
態
を
う
け
、『
龍
谷
大
學
論
叢
（『
龍
谷
大
学
論
集
』
の
前
身
）』

第
二
百
七
十
五
號
（
一
九
二
七
年
）
は
「
神
社
問
題
研
究
號
」
と
銘
打
っ
て
刊
行

さ
れ
た
。
こ
こ
に
所
収
の
論
考
の
う
ち
、
今
回
の
主
題
に
関
連
す
る
の
は
杉
紫
朗

「
眞
宗
本
迹
説
の
將
來
を
論
じ
て
神
社
問
題
に
及
ぶ
」
と
禿
氏
祐
祥
「
眞
宗
の
神

祇
観
は
偏
狭
な
ら
ず
」
で
あ
る
。
杉
は
、
親
鸞
が
『
御
消
息
集
』
第
四
通
で
神
祇

軽
侮
の
非
難
に
対
し
て
の
弁
明
に
お
い
て
、
神
祇
冥
道
の
結
縁
守
護
を
語
っ
た
背

親
鸞
の
神
祇
観
研
究
史

金

見

倫

吾



一
八

景
に
「
其
時
代
の
思
想
で
あ
る
、
佛
菩
薩
の
垂
迹
に
て
在
ま
す
、
と
云
ふ
こ
と
を

根
抵
に
持
つ
て
居
ら
れ
た
」
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、禿
氏
は
親
鸞
が
『
現

世
利
益
和
讃
』
で
神
祇
の
仏
法
守
護
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
「
佛

法
を
守
護
す
る
神
祇
で
あ
れ
ば
そ
の
神
徳
を
仰
ぎ
そ
の
神
恩
に
謝
す
べ
き
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論
考
も
、
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
の
検
討
は

深
く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
覚
如
・
蓮
如
ら
と
親
鸞
の
神
祇
観
を
並
列
的
に
「
眞
宗

の
」
と
し
て
一
括
し
て
把
握
し
、「
眞
宗
の
神
祇
観
は
穏
健
で
あ
つ
て
、
佛
教
と

し
て
の
軌
道
を
外
れ
て
ゐ
な
い
」（
禿
氏
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
４

３
、
戦
後
期

　

宮
崎
圓
遵「
親
鸞
の
神
祇
批
判
」５（
一
九
五
二
年
）は
、親
鸞
の
神
祇
批
判
が「
国

家
に
隷
属
し
、
政
府
官
僚
と
深
く
相
結
び
、
民
族
宗
教
と
本
迹
関
係
を
説
く
南
都

北
嶺
の
神
祇
思
想
」
の
論
難
に
対
応
す
る
形
で
呈
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
つ
ま

り
、神
国
思
想
や
本
地
垂
迹
説
（
＝
神
は
仏
が
仮
に
姿
を
現
し
た
「
神
祇
権
現
観
」。

両
者
は
対
等
と
す
る
神
祇
観
）
が
一
般
通
念
と
な
っ
て
い
た
状
況
の
な
か
で
、
親

鸞
は
『
現
世
利
益
和
讃
』
の
「
天
神
地
祇
は
こ
と
ご
と
く
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り
」

の
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
日
本
の
神
々
を
善
鬼
神
（
＝
念
仏
者
を

擁
護
す
る
存
在
）
と
す
る
と
い
う
「
神
祇
実
類
観
」（
＝
「
神
祇
が
実
類
と
し
て

仏
教
に
帰
嚮
す
る
も
の
」
と
す
る
仏
優
位
の
非
対
等
な
神
祇
観
）
に
立
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
６

　

梅
原
眞
隆
「
眞
宗
の
現
世
的
展
開
」
７
（
一
九
五
六
年
）
は
、「
現
世
利
益
和

讃
の
冥
衆
護
持
の
利
益
と
愚
禿
悲
歎
述
懐
の
鬼
神
妄
執
の
悲
歎
と
が
何
等
の
矛
盾

を
生
じ
な
い
」
と
述
べ
、
親
鸞
の
神
祇
崇
拝
へ
の
批
判
を
「
正
法
の
大
道
を
如
實

に
開
顯
す
る
と
同マ

　

マ
に
時
、
天
地
の
冥
衆
に
純
正
な
立
場
を
與
え
ら
れ
た
も
の
」
と

位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
冥
衆
護
持
を
第
一
と
す
る
現
生
利
益
の
中
核
は
「
国
土

を
荘
嚴
す
る
と
い
う
日
本
佛
教
の
歴
史
的
使
命
」
の
完
遂
で
あ
り
、
現
生
利
益
の

教
説
は
「
護
國
安
民
」
の
た
め
の
「
周
到
な
工
夫
」
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

佐
々
木
徹
眞「
親
鸞
の
神
祇
的
咒
術
信
仰
批
判
を
め
ぐ
り
て
」８（
一
九
五
七
年
）

は
、
仏
教
伝
来
以
降
、
親
鸞
当
時
に
至
る
ま
で
の
氏
神
信
仰
・
御
霊
信
仰
・
陰
陽

道
な
ど
の
呪
術
的
宗
教
状
況
を
法
制
・
伝
記
・
随
筆
等
に
拠
り
な
が
ら
広
く
紹
介

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
親
鸞
の
神
祇
護
念
を
「
阿
彌
陀
佛
の
天
神
地
祇
に
對
す
る

優
位
と
念
佛
の
利
益
の
莫
大
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」と
説
明
。

ま
た
、『
血
脈
文
集
』
第
三
通
の
「
三
寳
・
神
明
に
ま
ふ
し
き
り
お
わ
り
ぬ
。」
の

文
言
に
つ
い
て
「
轉
寫
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
」
と
推
定
す
る
。

　

柏
原
祐
泉
は
「
親
鸞
に
お
け
る
神
祇
観
の
構
造
」
９
（
一
九
六
一
年
）
を
発
表

し
た
の
ち
、「
近
世
真
宗
寺
院
に
お
け
る
神
祇
受
容
の
実
態
」10
（
一
九
六
二
年
）、

「
真
宗
に
お
け
る
神
祇
観
の
変
遷
」11
（
一
九
七
六
年
）、「
近
世
真
宗
に
お
け
る

神
祇
へ
の
対
応
」12
（
一
九
七
八
年
）、「
中
世
真
宗
に
お
け
る
神
祇
観
の
推
移

−

談
義
本
を
中
心
に

−

」13
（
一
九
八
四
年
）
で
親
鸞
以
降
の
真
宗
教
団
に
お
け
る

神
祇
観
の
変
質
過
程
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
に
沿
っ
て

一
九
六
一
年
の
論
文
の
み
を
み
て
い
く
。
柏
原
は
、親
鸞
が
『
化
身
土
巻
』
に
『
涅

槃
経
』
等
の
諸
経
典
を
引
用
し
て
主
張
す
る
「
神
祇
護
念
」
は
「
不
拝
を
よ
り
確

固
づ
け
る
も
の
」
と
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
「
護
念
」・「
不
拝
」
は
と
も
に
「
純

教
法
的
立
場
」
よ
り
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
親
鸞
は
本
来
「
内
面
的
な

他
力
的
信
の
確
立
の
み
」を
問
題
と
す
る
よ
う
な「
世
俗
性
を
越
え
た
立
場
」だ
っ



一
九

た
が
、
関
東
念
仏
集
団
の
動
揺
が
親
鸞
に
「
現
實
的
、
世
俗
的
な
も
の
へ
の
か
か

わ
り
に
向
っ
て
思
想
的
発
展
を
促
」し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
柏
原
は
親
鸞
に「
純

教
法
的
立
場
」
と
「
現
實
的
・
歴
史
的
な
立
場
」
と
が
併
存
し
て
い
た
と
分
析
す

る
。『
教
行
信
証
』
や
『
現
世
利
益
和
讃
』
は
前
者
の
立
場
か
ら
、『
悲
歎
述
懐
和

讃
』
や
『
九
月
二
日
付
消
息
』
は
後
者
の
立
場
か
ら
神
祇
観
を
説
い
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
基
盤
を
異
に
す
る
」
と
い
う
二
重
構
造
を
な
し
て
い
た
と

説
明
。
そ
う
し
た
視
点
を
敷
衍
し
、
い
わ
ゆ
る
善
鸞
義
絶
状
の
「
神
祇
冥
道
の
罰

を
」
云
々
の
文
句
に
つ
い
て
は
「
問
題
が
内
心
的
な
事
柄
で
は
な
く
て
、
肉
親
の

義
絶
、
或
は
肉
親
へ
の
密
傳
と
い
う
世
俗
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
世
間
通
途

の
法
に
よ
っ
た
ま
で
」
と
解
釈
す
る
。

　

河
田
光
夫
「
念
仏
弾
圧
事
件
と
親
鸞
」14
（
一
九
六
七
年
）
は
、
親
鸞
の
書
簡

に
お
け
る
「
神
祇
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
こ
の
こ

と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
」「
神
祇
等
だ
に
も
す
て
ら
れ
た
ま
は
ず
」
と
い

う
文
言
を
「
文
に
即
し
た
意
味
の
把
握
」
と
「
文
脈
（
状
況
）
の
中
で
の
解
釈
」

を
と
お
し
て
検
討
し
て
「（
念
仏
者
が
：
引
用
者
補
）
幾
多
の
神
祇
・
冥
道
を
あ

な
ど
っ
て
無
視
し
奉
る
と
申
す
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
決
し
て
、
な
い
事

で
あ
る
」「
神
々
な
ど
で
さ
え
（
念
仏
者
に
）
無
視
さ
れ
給
わ
な
い
の
に
」
と
訳
し
、

従
来
の
「
念
仏
者
が
神
祇
の
悪
口
を
い
う
」
な
ど
の
解
釈
が
成
立
し
な
い
こ
と
を

立
証
し
た
。

　

三
木
照
国
の
「
真
宗
よ
り
見
た
る
邪
教
の
性
格
」15
（
一
九
六
七
年
）
は
、
ま

ず
、「
信
巻
」
の
「
偽
と
言
ふ
は
則
ち
六
十
二
見
・
九
十
五
種
の
邪
道
是
れ
な
り
」

の
文
よ
り
、親
鸞
が
批
判
し
た
「
邪
教
」
と
は
「
邪
見
」
す
な
わ
ち
「
撥
無
因
果
」

に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
の
根
本
原
則
た
る
「
三
法
印
あ

る
い
は
実
相
印
に
背
反
」
す
る
た
め
に
問
題
と
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
原
理
的
な

確
認
を
す
る
。
そ
の
上
で
、神
祇
観
に
関
わ
る
「
天
」「
神
（
鬼
神
）」「
鬼
」「
魔
」

な
ど
の
語
句
解
釈
を
親
鸞
の
用
例
に
即
し
て
解
説
す
る
。

　

三
木
の
も
う
一
つ
の
論
考
で
あ
る
「
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
神
祇
不
拝
の
背
景
」16

（
一
九
七
一
年
）
は
、
親
鸞
の
神
祇
観
を
与
え
た
道
綽
・
善
導
・
源
信
ら
の
神
祇

へ
の
態
度
を
概
観
し
、
太
子
奉
讃
に
お
け
る
守
屋
批
判

17

を
親
鸞
の
神
祇
観
の

表
明
と
み
る
。
ま
た
、
親
鸞
の
お
か
れ
た
神
仏
習
合
的
宗
教
状
況
と
親
鸞
の
神
祇

観
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
丁
寧
に
考
察
を
加
え
、「
神
仏
習
合
・
本
地
垂
迹
の

あ
り
方
自
体
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
」
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
、
そ
の

神
祇
が
指
し
示
す
の
が
仏
典
の
神
々
か
日
本
の
神
々
か
の
議
論
を
ナ
ン
セ
ン
ス
な

も
の
と
し
て
斥
け
る
。

　

戸
頃
重
基
『
鎌
倉
仏
教
』18
（
一
九
六
七
年
）
は
親
鸞
の
神
祇
観
に
「
一
方
で

は
拒
絶
し
他
方
で
は
妥
協
す
る
よ
う
な
矛
盾
」
が
存
在
し
た
と
い
う
。『
正
像
末

和
讃
』等
に
示
さ
れ
た「
一
神
教
的
信
仰
と
し
て
有
す
る
非
妥
協
的
反
神
道
観
」が
、

消
息
に
お
い
て
「
天
地
の
神
を
す
て
も
う
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ

と
」
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
汎
神
論
的
仏
教
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
す
る
妥
協
的
神

道
観
へ
移
行
」
し
た
の
で
あ
り
、「
専
修
念
仏
の
主
張
が
崩
れ
て
、
雑
行
念
仏
に

堕
す
る
危
険
性
は
親
鸞
自
身
に
内
在
し
て
い
た
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
「
鎌
倉
仏

教
に
お
け
る
天
皇
制
」19
（
一
九
七
三
年
）
で
も
親
鸞
は
「
習
俗
と
禁
制
の
圧
力

の
前
に
挫
折
し
」
て
、
関
東
門
弟
ら
に
「
神
祇
不
拝
の
ゆ
き
過
ぎ
を
警
告
」
し
た

と
し
て
い
る
。

　

山
折
哲
雄
も
戸
頃
と
並
ん
で
、
親
鸞
の
神
祇
護
念
論
を
神
祇
へ
の
妥
協
あ
る
い

は
「
不
拝
」
の
不
徹
底
と
す
る
主
張
を
展
開
す
る
。「
親
鸞
に
お
け
る
「
内
な
る
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天
皇
制
」」20
（
一
九
七
三
年
）
で
山
折
は
、「
親
鸞
は
、
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
呪

術
や
神
祇
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」と
問
題
を
提
起
し
、

親
鸞
が
「
神
祇
の
存
在
を
ト
ー
タ
ル
に
否
定
し
去
る
こ
と
」
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
「
神
祇
不
拝
」
と
の
「
矛
盾
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
晩
年
の
「
苦
悩
も
し
く
は
動

揺
」
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。21

　

野
崎
正
璞
は
「
真
宗
の
神
祇
観
」22
（
一
九
八
〇
年
）
に
お
い
て
、
親
鸞
と
同

じ
宗
教
状
況
に
あ
っ
た
覚
如
・
存
覚
が
受
容
し
た
本
迹
思
想
が
親
鸞
に
は
全
く
み

ら
れ
ず
、「
五
濁
増
の
し
る
し
に
は
／
こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く
／
外
儀
は
仏

教
の
す
が
た
に
て
／
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」
等
の
「
悲
嘆
述
懐
讃
」
が
作
製
さ

れ
た
こ
と
か
ら
「（
親
鸞
の
本
迹
説
へ
の
態
度
は
：
引
用
者
補
）
無
視
と
い
う
よ

り
・
・
・
否
定
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
理
解
を
示
し
た
。

　

竜
沢
伸
明
の
「
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て

−

「
神
祇
不
拝
」
と
「
神
祇
護
念
」

と
の
構
造
に
つ
い
て

−

」 23
（
一
九
八
〇
年
）
は
、
宮
崎
の
所
説
に
お
い
て
親
鸞

が
時
代
状
況
下
で
「
神
祇
護
念
」
を
主
張
し
た
理
由
と
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
点
を
批
判
。
ま
た
柏
原
の
研
究
も
「
不
拝
」
と
「
護
念
」
と
の
関
係

を
単
に
教
義
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
親
鸞
に
内
在
化
さ
せ
て
の
分
析
が

な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。
そ
う
し
た
点
で
山
折
説
は
、
親
鸞
の
お
か
れ
た
神
祇

信
仰
的
宗
教
状
況
と
親
鸞
の
神
祇
観
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
画
期

的
で
あ
る
が
、
山
折
は
「
神
祇
不
拝
」
と
「
現
世
利
益
」
と
が
相
反
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め
、
親
鸞
の
説
い
た
「
不
拝
」
と
「
護
念
」
の
状
況

下
に
お
け
る
意
義
を
正
し
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

林
智
康
は
「
親
鸞
の
神
祇
観
」24
（
一
九
八
六
年
）
で
親
鸞
の
神
祇
観
に
関
す

る
記
述
を
網
羅
的
に
引
用
し
た
の
ち
、「
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
は
矛
盾
」
と
す

る
戸
頃
説
の
問
題
点
と
し
て
「
神
祇
護
念
思
想
は
単
純
に
神
仏
混
合
思
想
と
同
一

視
さ
れ
、
そ
こ
に
は
神
祇
護
念
思
想
の
背
景
と
し
て
の
真
実
信
心
の
視
点
が
全
く

欠
落
」
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
は
明

ら
か
に
矛
盾
し
た
概
念
で
は
な
く
、
真
実
信
心
に
お
い
て
と
も
に
語
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
述
べ
た
如
く
、
阿
弥

陀
仏
一
仏
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
神
祇
不
拝
を
説
い
た
と
み
ら

れ
る
。
そ
し
て
反
面
、
真
実
信
心
の
利
益
と
し
て
、
不
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
神
祇

が
む
し
ろ
他
力
念
仏
行
者
を
護
持
す
る
と
い
う
神
祇
護
念
を
も
強
く
説
い
て
い
っ

た
」
と
し
た
。

　

内
藤
知
康
「
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
の
一
考
察
」25
（
一
九
九
三
年
）
は
、「
親

鸞
に
於
い
て
は
、
本
地
垂
迹
思
想
は
存
在
し
な
い
と
す
る
学
説
」
に
対
し
て
、『
化

身
土
巻
』
引
用
の
『
弁
正
論
』
に
み
ら
れ
る
「
応
声
菩
薩
」
と
「
吉
祥
菩
薩
」
が
、

『
唯
信
鈔
文
意
』
で
そ
れ
ぞ
れ
［
観
音

−

宝
応
声
菩
薩

−

日
天
子
］［
勢
至

−

宝
吉

祥
菩
薩

−

月
天
子
］
と
さ
れ
て
い
る
点
を
根
拠
と
し
て
「
親
鸞
に
於
い
て
、
仏
と

神
々
（
必
ず
し
も
日
本
固
有
の
神
々
で
は
な
い
が
）
と
の
間
に
本
迹
思
想
を
認
め

る
文
が
、
僅
か
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、『
九
月
二
日
付

消
息
』
の
「
よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
申
す
こ
と
、

こ
の
事
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
」
を
「
神
々
を
軽
侮
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
禁

止
の
意
味
に
と
る
内
藤
は
、「
親
鸞
に
於
い
て
は
、神
々
へ
の
不
帰
依
と
不
軽
侮
が
、

相
克
す
る
こ
と
な
く
、
両
立
し
て
い
た
」
と
す
る
も
、「
神
々
の
存
在
を
容
認
し
、

そ
の
神
々
に
敬
意
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
、神
々
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、

一
線
を
画
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
い
、親
鸞
が
指
示
し
た
神
祇
へ
の
「
不
軽
侮
」

と
い
う
態
度
は
「
敬
意
を
持
つ
こ
と
」
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
。
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藤
村
研
之
に
は
「
親
鸞
の
神
祇
観
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」26
（
一
九
九
一
年
、
以

下
「
諸
問
題
」）、「
親
鸞
の
信
仰
と
神
祇
」27
（
一
九
九
六
年
、
以
下
「
信
仰
と

神
祇
」）、「
専
修
念
仏
と
神
祇

−

法
然
と
親
鸞

−

」28
（
二
〇
〇
四
年
、
以
下
「
専

修
と
神
祇
）
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
「
諸
問
題
」
論
文
で
藤
村
は
、
宮
崎

圓
遵
・
柏
原
祐
泉
・
山
折
哲
雄
・
竜
沢
伸
明
・
北
西
弘
ら
の
研
究
を
検
討
し
た
上
で
、

い
ず
れ
も
「「
神
祇
不
拝
」
と
「
神
祇
護
念
」
の
主
張
が
神
祇
を
崇
拝
す
る
社
会

の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
世
界
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
考
察
」
が
欠
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
欲
望
充
足
の
た

め
に「
神
仏
を
祈
願
の
対
象
と
す
る
」権
力
者
お
よ
び
民
衆
ら
の
宗
教
社
会
に
あ
っ

て
展
開
さ
れ
た
親
鸞
・
法
然
の
信
仰
的
立
場
は
「
世
俗
的
価
値
を
助
長
し
、
個

人
的
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
祈
願
の
対
象
で
あ
っ
た
神
祇
か
ら
の
解
放
を
意

味
」し
、そ
れ
は
社
会
的
に
は「
権
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」も
の
で
あ
っ

て
、「「
神
祇
不
拝
」
と
は
、
神
祇
と
阿
弥
陀
仏
と
を
二
元
的
に
対
比
し
て
一
方
を

取
捨
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。「
信
仰
と
神
祇
」
は
親
鸞
の
「
神
祇
不

拝
を
生
み
出
す
信
仰
の
内
実
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
藤
村

は「
帰
依
の
対
象
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
実
体
化
す
る
思
考
が
極
め
て
希
薄
で
あ
」

る
親
鸞
の
信
仰
の
立
場
か
ら
は
「
何
か
を
拝
す
る
、
何
も
の
か
に
対
し
て
祈
願
す

る
こ
と
な
ど
は
成
立
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、黒
田
俊
雄
29

や
山
折
・

戸
頃
ら
が
示
し
た
「
多
神
観
・
呪
術
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
親
鸞
」
と
い

う
理
解
は
成
立
し
な
い
と
い
う
。
ま
た
、「
専
修
と
神
祇
」
論
文
で
は
、
親
鸞
と

法
然
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
信
仰
の
立
場
の
相
違
と
し
て
①
往
生
に
お
け
る
現

生
性

②
「
仏
教
者
」
が
実
質
と
し
て
神
祇
信
仰
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
状
況
へ

の
批
判
、
こ
の
二
点
の
有
無
が
あ
る
と
し
、「
現
生
に
お
い
て
往
生
が
さ
だ
ま
る

と
す
る
立
場
に
立
つ
、
親
鸞
の
目
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
祇
信
仰
の
宗
教
性

が
、
専
修
念
仏
信
仰
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
え
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

　

川
本
義
昭
は
、「
真
宗
神
祇
論
ノ
ー
ト

−

親
鸞
の
神
祇
観
＝
「
神
祇
不
拝
」
の

構
造
と
そ
の
変
容

−

」30
（
一
九
九
九
年
）
で
山
折
哲
雄
の
「
親
鸞
に
お
け
る
「
内

な
る
天
皇
制
」」
に
つ
い
て
触
れ
、「
お
よ
そ
神
祇
の
存
在
0

0

を
認
め
る
も
し
く
は
認

め
な
い
と
い
う
こ
と
と
、そ
れ
か
ら
の
解
放
は
無
関
係
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
い
、

親
鸞
に
は
山
折
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
動
揺
」
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
の
見
解

を
示
し
た
。
ま
た
、「
親
鸞
の
護
念
論
は
、護
念
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど「
神

祇
不
拝
」（

−

神
祇
批
判
）
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
レ
ト
リ
カ
ル
な
構
造
を
も
っ

て
い
る
」
と
理
解
す
べ
き
だ
と
し
て
、「
神
祇
護
念
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
崇
拝
」

す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
を
斥
け
る
。「
神
祇
観
を
め
ぐ
る
二
、三
の
異
論
」
31

（
二
〇
〇
一
年
）
で
は
、「
神
祇
不
拝
」
と
「
神
祇
護
念
」
と
を
対
立
概
念
と
す
る

立
論
の
誤
り
と
し
て
「「
神
祇
不
拝
」
の
主
体
は
念
仏
者
で
あ
る
」
の
に
対
し
「「
神

祇
護
念
」
の
主
体
は
神
々
」
だ
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
た
。

　

佐
藤
弘
夫
は
「
神
仏
習
合
と
神
祇
不
拝
」32
（
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
善

導
や
聖
徳
太
子
な
ど
「
一
群
の
聖
人
が
仏
の
権
化
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
」

法
然
や
親
鸞
が
「
日
本
の
神
々
に
つ
い
て
だ
け
垂
迹
と
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
い
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
本
地
垂
迹
説
の
拒

否
は
両
者
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
ら
の
画
期
は
、
性
別
や
身
分
・

階
層
な
ど
の
現
実
の
差
別
を
「
救
済
の
差
別
に
反
映
」
さ
せ
る
垂
迹
へ
の
信
仰
を

媒
介
と
し
な
い
「
独
自
の
救
済
理
論
」
を
構
築
す
る
こ
と
で
「
垂
迹
＝
「
こ
の
世

の
神
仏
」
の
呪
縛
を
無
化
」
し
た
点
に
あ
っ
た
と
説
明
し
た
。
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西
義
人
「『
教
行
信
証
』
と
神
祇
観
」33
（
二
〇
一
二
年
）
は
、
辻
善
之
助
・
津

田
左
右
吉
・
吉
田
一
彦
・
黒
田
俊
雄
・
佐
藤
弘
夫
ら
に
よ
る
日
本
古
代

−

中
世
期

の
神
仏
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
て
「（
親
鸞
：
引
用
者
補
）
当
時

は
神
と
仏
と
の
距
離
が
き
わ
め
て
近
か
っ
た
」
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
親
鸞
の

神
祇
観
は
法
然
の
そ
れ
を
継
承
し
つ
つ
「
神
祇
不
拝
の
強
調
」
と
「
神
仏
関
係
の

構
築
」
と
い
う
点
で
深
化
・
具
体
化
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
神
祇
が
念
仏
者
を

擁
護
す
る
と
い
う
「
護
法
善
神
説
」
に
つ
い
て
、
そ
の
表
明
の
意
図
は
「
念
仏
者

が
国
土
を
衰
微
さ
せ
る
」
と
い
う
専
修
念
仏
弾
圧
の
論
理
に
対
し
「
あ
ら
ゆ
る
神

や
天
体
は
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
念
仏
者
を
護
る
た
め
に
存
在
し
、
国
土
を
護
持
養

育
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
世
界
の
様
相
を
余
さ
ず
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
て
」
反
論
す
る
た
め
で
あ
っ
た
し
た
。
そ
し
て
神
祇
不
軽
侮
と
護

法
善
神
説
に
関
し
て
、
信
心
の
念
仏
者
を
神
祇
が
護
持
す
る
と
い
う
「
冥
衆
護
持
」

の
利
益
を
感
じ
て
「
神
を
粗
末
に
扱
お
う
と
す
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
態
度
を

と
る
の
は
「
念
仏
者
の
当
然
の
立
場
」
で
あ
っ
た
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

４
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
関
連
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
て
き
た
。
親
鸞
の
神
祇
不
帰
依
と
い
う

態
度
は
、
実
体
的
発
想
が
極
め
て
希
薄
で
あ
る
自
然
法
爾
の
信
仰
の
立
場
か
ら
の

必
然
的
表
明
で
あ
る
と
す
る
藤
村
の
所
説
を
敷
衍
す
れ
ば
、
親
鸞
が
「
化
身
土
巻

末
」
冒
頭
で
「
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
よ
り
て
真
偽
を
簡
決
し
て
外
教
邪
偽
の

異
執
を
教
誡
」34
す
る
、
つ
ま
り
信
仰
の
真
偽
を
判
別
し
て
い
く
と
い
っ
た
際
、

そ
の
真
偽
判
別
の
基
準
は
「
信
巻
」
に
「
偽
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
六
十
二
見
・

九
十
五
種
の
邪
道
こ
れ
な
り
」35
、
あ
る
い
は
「
化
身
土
巻
末
」
に
「
外
道
の
所

有
の
三
昧
は
、
見
愛
我
慢
の
心
を
離
れ
」36
な
い
も
の
と
示
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞

は
「
空
無
我
を
知
」
り
、「
わ
が
心
自
身
に
貪
着
す
る
を
遠
離
」37
す
る
と
い
う

仏
教
の
無
我
の
原
則
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
信
仰
の
真
偽
を

判
別
し
た
の
で
あ
る
。

　

仏
教
の
原
則
に
立
脚
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
神
祇
は
人
間
の
我
欲
の
反
映
で
あ
り

拝
し
祀
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の

信
仰
の
立
場
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
、
神
祇
信
仰
が
蔓
延
す
る
状
況
が
念
仏
者
に

と
っ
て
自
信
教
人
信
の
伝
道
の
必
要
性
を
知
ら
し
め
実
践
の
原
動
力
と
な
る
。
親

鸞
の
、
神
祇
が
念
仏
者
を
擁
護
す
る
「
護
法
善
神
説
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
門
弟
に
説
い
た

「
神
祇
不
軽
侮
」
も
、
念
仏
者
は
神
祇
を
「
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
」
＝
「
敬
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
（
た
と
え
ば
戦
前
の
研
究
や
内
藤
の
理
解
）

で
は
な
く
、「
無
視
す
る
こ
と
は
な
い
」
＝
「
帰
依
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し

て
意
識
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
」
だ
と
す
る
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
平
成
二
十
五
年
度
特
別
研
究
助

成
（
指
定
研
究
助
成
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

１　

な
お
、
本
稿
で
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
先
行
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
石
田

充
之
「
親
鸞
の
迷
信
否
定
性
」（『
宗
教
研
究
』
第
一
三
一
号
、
日
本
宗
教
学
会
、

一
九
五
二
年
）、西
山
邦
彦
「
外
道
批
判
」（『
教
化
研
究
』
第
二
六
号
、教
学
研
究
所
、

一
九
六
〇
年
）、
中
根
和
浩
「
真
宗
と
神
祇

−

親
鸞
の
外
道
観
を
通
し
て

−

」（『
日

本
佛
教
』
第
六
〇
・
六
一
号
、
日
本
佛
教
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）、
野
世
英
水
「
神



二
三

祇
護
念
論
の
研
究
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
九
集
、
龍
谷
大
学
大
学

院
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）、
児
玉
曉
洋
「
神
祇
不
拝

−

帰
依
仏

の
意
味

−

」（『
教
化
研
究
』
第
一
〇
四
号
、真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、一
九
九
〇
年
）、

井
上
慶
永
「
真
宗
の
神
祇
観
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要　

人
文
科
学
』
第

十
二
集
、
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
、
一
九
九
一
年
）、
本
多
静

芳
「
親
鸞
の
神
祇
観
（
一
）

−

自
他
の
上
に
証
さ
れ
る
真
宗
と
社
会
通
念
の
相

克

−

」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
六
号
、
武
蔵
野
女
子
大
学
文
化
学
会
、

一
九
九
一
年
）、
同
「
親
鸞
の
神
祇
観
（
二
）

−

日
本
仏
教
に
お
け
る
仏
と
神
（
法

然
の
場
合
）

−

」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
八
号
、
一
九
九
三
年
）、
同

「
親
鸞
の
神
祇
観

−

鬼
（
神
）
に
つ
い
て
仏
陀
観
の
変
遷
か
ら
学
ぶ

−

」（『
武
蔵

野
女
子
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
号
、
一
九
九
三
年
）、
同
「
親
鸞

の
神
祇
観
（
四
）

−

鬼
（
神
）
に
つ
い
て
「
化
身
土
巻
」
末
か
ら
学
ぶ

−

」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
二
巻
一
号
、一
九
九
三
年
）、同
「
親
鸞
の
神
祇
観
（
五
）

−

「
化
身
土
巻
」
末
の
顕
浄
土
方
便
を
め
ぐ
っ
て

−

」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』

第
三
四
号
、
一
九
九
四
年
）、
サ
ブ
ゼ
ミ
（
普
賢
ゼ
ミ
）「
親
鸞
に
お
け
る
神
祇
観
」

（『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
二
六
号
、
龍
谷
大
学
大
学
院
真
宗
研
究
会
、
一
九
九
四

年
）、
佐
々
木
成
明
「
真
宗
に
お
け
る
神
祇
論
の
一
考
察
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院

研
究
紀
要　

人
文
科
学
』
第
十
六
集
、
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
、

一
九
九
五
年
）、
梅
林
久
高
「
親
鸞
の
神
祇
観
」（『
高
田
中
学
校
高
等
学
校
研
究

紀
要
』
第
十
三
号
、
高
田
中
学
校
・
高
田
高
等
学
校
、
一
九
九
六
年
）、
宇
治
和

貴
「
親
鸞
の
宗
教
的
・
社
会
的
立
場

−

神
祇
観
を
通
し
て
」（『
仏
教
史
研
究
』
第

三
九
号
、
龍
谷
大
学
仏
教
史
学
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
親
鸞
の
救
済
に

お
け
る
神
祇
不
帰
依
の
意
義
」（『
仏
教
史
研
究
』
第
四
四
号
、二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

２　
『
本
願
寺
史
』
第
三
巻
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
九
年
、
六
三
六

−

六
三
八
頁
。

３　

村
上
重
良
『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
七
一

−

一
九
八
頁
。

４　

ほ
か
に
も
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
真
宗
は
祈
祷
を
拒
否
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

禿
氏
は

外
部
の
批
評
に
就
て
仔
細
に
考
へ
て
見
る
と
眞
宗
で
は
神
祇
思
想
の
一
部
た
る

祈
禱
を
排
す
る
か
ら
從
つ
て
神
祇
を
排
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ら
し
い
。
然
し
祈

禱
は
神
祇
思
想
の
一
部
で
あ
つ
て
全
部
で
は
な
い
。
神
祇
思
想
の
根
本
的
基
礎

は
神
徳
神
威
を
認
め
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
上
記
の
現
世
利
益
和
讃
で

は
我
國
民
一
般
が
考
へ
て
ゐ
る
様
に
神
威
を
認
め
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。・
・
・

若
し
眞
宗
だ
け
が
他
の
諸
宗
よ
り
異
な
つ
て
ゐ
て
非
國
民
的
の
色
彩
を
有
す
る

様
に
强
ゐ
る
も
の
あ
れ
ば
そ
れ
は
何
等
か
爲
め
に
す
る
所
あ
つ
て
云
ふ
も
の
と

思
ふ
。

と
述
べ
、
祈
祷
は
し
な
い
真
宗
も
「
敬
神
思
想
」
は
有
す
る
と
の
理
解
を
示
し
て

い
る
。

ま
た
、「
神
社
問
題
特
集
號
」
と
し
な
が
ら
「
親
鸞
の
神
祇
観
」
そ
の
も
の
を
独

立
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
（
つ
ま
り
親
鸞
と
以
降
の
真
宗
教
学
と
を
混
濁
さ
せ
ず
に
）

扱
っ
た
論
考
が
皆
無
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
の
宗
教
的
政
治
的
状
況

へ
の
配
慮
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

５　
『
佛
教
史
學
』
三
ノ
二
、
佛
教
史
學
會
。

６　

宮
崎
が
主
張
し
た
親
鸞
の
神
祇
観
＝
神
祇
実
類
観
と
す
る
説
は
、
島
田
法
宣
※　

な
ど
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

７　
『
顯
眞
學
報
』
第
四
八
号
、
顯
眞
學
會
。

８　
『
京
都
女
子
大
学
紀
要
』
第
一
五
号
、
京
都
女
子
大
学
。

９　

大
谷
大
学
編
『
親
鸞
聖
人
』
眞
宗
大
谷
派
宗
務
所
。



二
四

10　
『
大
谷
教
学
』
第
九
号
、
大
谷
大
学
史
学
会
。

11　
『
大
谷
学
報
』
第
五
六
号
第
三
号
、
大
谷
学
会
。

12　
『
龍
谷
史
檀
』
第
七
二
・
七
三
号
、
龍
谷
大
学
史
学
会
。

13　
『
日
本
佛
教
』
第
六
十
・
六
十
一
合
併
号
、
日
本
佛
教
研
究
会
。

14　
『
日
本
文
学
』
十
六
巻
七
号
、
日
本
文
学
協
会
、
の
ち
『
河
田
光
夫
著
作
集
』
第
三

巻
、
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
に
収
録
。

15　
『
宗
学
院
論
集
』
第
三
八
号
、
真
宗
本
願
寺
派
宗
学
院
。

16　
『
伝
道
院
紀
要
』
第
一
一
号
、
伝
道
院
研
究
部
。

17　

詳
細
は
三
木
の
「
親
鸞
聖
人
の
守
屋
観
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
一
号
、

一
九
六
七
年
）
参
照
の
こ
と
。

18　

中
央
公
論
社
。

19　

戸
頃
重
基
ほ
か
『
天
皇
制
と
日
本
宗
教
』
伝
統
と
現
代
社
。

20　

同
前
。

21　

山
折
は
同
じ
趣
旨
の
主
張
を
そ
の
後
も
繰
り
返
し
て
い
る
。「
親
鸞
の
神
祇
観
」（『
淳

心
学
報
』
第
七
号
、
現
代
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
、
親
鸞

の
神
祇
へ
の
態
度
に
は
「
神
祇
不
拝
」
と
「
神
祇
肯
定
」
の
あ
い
だ
で
「
計
量

し
が
た
い
判
断
の
ゆ
ら
ぎ
」
が
あ
っ
た
と
い
い
、『
親
鸞
を
よ
む
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）
で
は
「
親
鸞
の
い
う
「
神
祇
（
カ
ミ
）」
観
念
の
中
身
は
、
今
日

な
お
決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
迷
い
の
無
限
軌
道
を
走
り
つ
づ
け
て

い
る
」（
一
二
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
神
祇
不
拝
」
と
「
神
祇
肯
定
」
は
対
立
概
念
で
は

な
く
、
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
折
説
お
よ
び
戸
頃
説
は
す
で
に
清

算
済
み
と
い
っ
て
よ
い
が
、
研
究
史
の
な
か
で
活
発
な
論
議
の
端
緒
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
た
め
本
稿
で
扱
っ
た
。

22　
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
集
、
永
田
文
昌
堂
。

23　
『
仏
教
史
研
究
』
第
十
四
号
、
龍
谷
大
学
佛
教
史
研
究
会
。

24　
『
九
州
龍
谷
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
十
二
号
、
九
州
龍
谷
短
期
大
学
。

25　
『
龍
谷
紀
要
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
龍
谷
大
学
龍
谷
紀
要
編
集
会
。

26　
『
佛
教
史
研
究
』
第
二
八
号
、
龍
谷
大
学
佛
教
史
研
究
会
。

27　
『
日
野
賢
隆
先
生
還
暦
記
念　

仏
教　

そ
の
文
化
と
歴
史
』
永
田
文
昌
堂
。

28　
『
龍
谷
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
三
集
、龍
谷
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
。

29　
「
荘
園
制
社
会
と
仏
教
」（
赤
松
俊
秀
監
修
『
日
本
仏
教
史
』
二
、
法
蔵
館
、

一
九
六
七
年
、
の
ち
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
二
、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）

30　

福
嶋
寛
隆
編
『
日
本
思
想
史
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』
永
田
文
昌
堂
。

31　
『
蓮
如
か
ら
親
鸞
へ
』
永
田
文
昌
堂
。
初
出
は
『
解
放
真
宗
研
究
会
通
信
』
第
十
四

号
、
一
九
九
四
年
。

32　
『
日
本
史
研
究
』
第
五
一
一
号
、
日
本
史
研
究
会
。

33　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
監
修
『『
教
行
信
証
』
の
研
究
』
第
二
巻
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
。

34　
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
以
下
、
聖
典
全
）』
第
二
巻
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、

二
〇
一
一
年
、
二
二
一
頁
。

35　
『
聖
典
全
』
第
二
巻
、
一
一
九
頁
。

36　
『
聖
典
全
』
第
二
巻
、
二
四
二
頁
。

37　
『
聖
典
全
』
第
二
巻
、
一
六
三
頁
。

（
か
ね
み　

り
ん
ご
：
人
間
文
化
研
究
所　

客
員
研
究
員
）


